
証券コード 1881
平成27年６月５日

株 主 各 位
東京都中央区京橋一丁目19番11号

代表取締役社長 岩 田 裕 美

第114回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第114回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席ください
ますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月22日（月曜日）の営業終了時
刻（午後６時20分）までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げま
す。

敬 具

記

１. 日 時 平成27年６月23日（火曜日）午前10時
（受付開始時刻は、午前９時を予定しております。）

２．場 所 株式会社ＮＩＰＰＯ ８階 会議室
(末尾の＜会場のご案内＞をご参照ください。）

３. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第114期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報

告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第114期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書
類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役10名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1.当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。

2.連結計算書類のうち連結注記表および計算書類のうち個別注記表につきましては、法令および当社
定款第18条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nippo-c.co.jp/）
に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりませんが、本招集ご通知の添
付書類と同じく監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査しております。

3.事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項
を同ウェブサイトに掲載させていただきます。
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(添付書類）
事 業 報 告

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
　(1) 事業の状況

　 ① 事業の経過および成果

　当連結会計年度（以下「当期」といいます。）におけるわが国経済は、政府に

よる経済対策効果等により、景気は緩やかな回復基調をたどりました。

　建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移したものの、労務需給や原

材料価格等の動向に注意を要するなど、引き続き厳しい経営環境が続きました。

　このような環境の中、当社および当社連結子会社（以下「当社グループ」と

いいます。）は、各社が有する技術の優位性を活かした受注活動やアスファルト

合材などの製品販売を強化するとともに、コスト削減や業務の効率化に努めて

まいりました。

　 当期における当社グループの連結業績は次のとおりです。

　受注高は、4,049億21百万円と前期に比べ3.4％の減少、売上高は、3,969億48

百万円と前期に比べて8.0％の減少となりました。

　利益につきましては、経常利益は366億４百万円と前期に比べて1.5％の増加、

また、当期純利益は224億37百万円と前期に比べて3.0％の増加となりました。

　

　 当社グループの主要事業の概況は以下のとおりです。

　 ＜建設事業＞

　受注工事高は、2,999億32百万円と前期に比べて2.1％の減少、完成工事高は

2,891億22百万円と前期に比べて9.5％の減少となりました。

(舗装土木事業）

　受注工事高は、2,206億72百万円と前期に比べて8.6％の減少、完成工事高

は2,225億53百万円と前期に比べて8.1％の減少となりました。
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(建築事業）

　受注工事高は、792億60百万円と前期に比べて22.4％の増加、完成工事高は

665億68百万円と前期に比べて13.9％の減少となりました。

　
　また、主な当期中の完成工事および当期末における未成工事は、次のとおり

です。

　

主要完成工事

発 注 者 工 事 名 工 事 場 所

国土交通省 北海道開発局 函館新外環状道路 函館市 亀田中野舗装工事 北 海 道

東日本高速道路株式会社
関 東 支 社

首都圏中央連絡自動車道 稲敷舗装工事 茨城県・千葉県

参 議 院 本館構内舗装改修その他工事 東 京 都

中日本高速道路株式会社
東 京 支 社

首都圏中央連絡自動車道 相模原ＩＣ～高尾山ＩＣ
間舗装工事

神奈川県・東京都

ＪＸホールディングス株式会社 等々力グラウンド野球場整備工事 神 奈 川 県

国土交通省 北陸地方整備局 入善黒部バイパス 江口舗装工事 富 山 県

大 阪 府
大阪府立中河内･南河内地域支援学校(仮称)増築その
他工事

大 阪 府

寝 屋 川 市 楠根配水場受水池更新工事 大 阪 府

西日本高速道路株式会社
中 国 支 社

山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内舗装補修工
事

岡 山 県

西日本高速道路株式会社
九 州 支 社

東九州自動車道 日向舗装工事 宮 崎 県

　
主要未成工事

発 注 者 工 事 名 工 事 場 所

東日本高速道路株式会社
北 海 道 支 社

道央自動車道 苫小牧管内舗装補修工事 北 海 道

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 4号白石インターSS 全面改造工事･工事監理 宮 城 県

国土交通省 関東地方整備局 ５０号小山地区路面補修工事 栃 木 県

松 本 市 (仮称)松本市美鈴湖自転車競技場建設工事 長 野 県

中日本高速道路株式会社
名 古 屋 支 社

新東名高速道路 新城舗装工事 愛知県・静岡県

大 阪 府
主要地方道 伏見柳谷高槻線 高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１

大 阪 府

国土交通省 近畿地方整備局 清滝生駒道路高山大橋舗装工事 奈 良 県

国土交通省 四国地方整備局 平成２６年度 伊達野地区外舗装工事 高 知 県

西日本高速道路株式会社
中 国 支 社

中国自動車道 戸河内ＩＣ～六日市ＩＣ間舗装補修
工事

広島県・島根県

防 衛 省 九 州 防 衛 局 横瀬貯油所（２４）防災施設新設土木工事 長 崎 県
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　 ＜製造・販売事業＞

　アスファルト合材およびその他の製品販売の売上高は、730億64百万円とな

り、前期に比べて8.9％の減少となりました。

　 ＜開発事業およびその他の事業＞

　開発事業およびその他の事業（主に建設コンサルタント事業）の売上高は、

それぞれ213億93百万円、133億67百万円となり、前期に比べてそれぞれ11.5％

の増加、4.5％の増加となりました。

　 ② 設備投資の状況

　当期中に実施した設備投資の総額は146億円であり、主なものは次のとおりで

あります。なお、所要資金は、自己資金の一部を充当いたしました。

　 ・製品製造設備用地の取得

　 ・製品製造設備の新設および更新

　 ・事業用建物等の新設および更新

　 ・施工機械等の増強および更新

　 ③ 資金調達の状況

　 特に記載すべき事項はありません。

　 ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

　 ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　 該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　 該当事項はありません。

　 ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　 該当事項はありません。
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　(2) 財産および損益の状況

区 分
第111期

平成23年度
第112期

平成24年度
第113期

平成25年度
当 期

平成26年度

受 注 高 (百万円) 403,196 389,234 419,016 404,921

売 上 高 (百万円) 376,523 385,017 431,638 396,948

経 常 利 益 (百万円) 16,998 23,881 36,048 36,604

当 期 純 利 益 (百万円) 7,474 14,537 21,786 22,437

１株当たり当期純利益 (円) 62.74 122.03 182.89 188.37

総 資 産 (百万円) 393,132 400,352 440,464 469,454

純 資 産 (百万円) 184,097 201,230 223,010 250,913

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 1,517.84 1,660.09 1,838.14 2,069.43

　

　(3) 重要な親会社および子会社の状況

　 ① 親会社との関係

　当社の親会社は、ＪＸホールディングス株式会社で、同社は、当社の株式を

67,890千株（議決権比率57.16％）所有しております。

　 ② 重要な子会社の状況

名 称 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
大 日 本 土 木 株 式 会 社 2,000 78.5 土木・建築工事の請負

長谷川体育施設株式会社 100 81.3 スポーツ施設工事等の請負

日 鋪 建 設 株 式 会 社 50 100.0 土木・建築工事の請負
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　(4) 対処すべき課題
　今後のわが国経済は、政府による経済の好循環の更なる拡大に向けた各種政策
の実行により緩やかな回復が期待されますが、世界経済をめぐる不確実性は依然
として高く、景気を下押しするリスクとして懸念されています。
　建設業界におきましては、企業収益改善による民間設備投資の増加は見込まれ
るものの、公共投資の先行きは弱い動きとなることが推測されており、企業間の
熾烈な受注競争や建設物価の上昇など、業界を取り巻く経営環境は、引き続き厳
しい状況が予想されます。
　このような環境の中、当社グループは、持てる技術力や機動力を発揮し、引き
続き震災復興に全力で取り組むとともに、技術と経営に優れた企業集団として技
術力の向上、営業力の強化、原材料価格上昇への適切な対応に努めるほか、生産
性の向上とコスト削減を確実に進め、競争力の強化に取り組んでまいります。そ
して、舗装工事、土木工事、製品販売の収益基盤の一層の確立を進めるとともに、
建築、開発、海外事業の事業収益の安定化に努めてまいります。
　なお、当社は、平成27年１月28日、東日本高速道路株式会社東北支社および国
土交通省東北地方整備局が発注する道路舗装工事に関する独占禁止法違反の疑い
で、公正取引委員会の立入検査を受けました。当社はこれを厳粛かつ真摯に受け
止め、公正取引委員会の調査には全面的に協力するとともに、更なる法令遵守の
徹底に全力を傾注してまいります。

　(5) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

　当社グループは建設業法に基づく国土交通大臣許可を受けた建設業、およびこ

れに関連する事業を行っています。

　 その主な事業内容は、次のとおりです。
① 道路工事、舗装工事、水道施設工事、浚渫工事、その他土木工事および建築

工事の請負およびこれに関する企画、調査、設計および監理並びにこれらの
コンサルタント業務

② 建設機械器具および建設工事材料製造施設の設計、製作、販売および賃貸並
びにこれらのコンサルタント業務

③ 不動産の開発、利用、売買、賃貸、仲介および管理並びに観光、スポーツ、
遊戯、飲食等の各施設の経営および賃貸並びにこれらに関する企画、調査、
およびコンサルタント業務

④ 砂利、砂、土石、スラグ、その他各種工事材料等の採取、製造、加工および
売買並びにこれらのコンサルタント業務

⑤ 石油・石炭・ガス・化学プラントの企画、設計、建設および監理ならびに
熱・電気併給設備等の企画、設計開発、建設および販売

⑥ 土地の環境影響の調査計画立案、調査・分析、コンサルタント並びに浄化工
事に関する検査および請負業務

⑦ 産業廃棄物の処理および製品の売買
　 ⑧ 自動車の販売および賃貸

⑨ 公共施設並びにこれらに準ずる施設の企画、建設、保有、維持管理および運
営

　 ⑩ 有料道路の保有、経営、管理、維持
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　(6) 主要な営業所および工場（平成27年３月31日現在）

　 ① 当社の主要な営業所

　 本社 東京都中央区京橋一丁目19番11号

支店 北海道支店 （札幌市中央区） 東北支店 （仙台市青葉区）

関東第一支店（東京都新宿区） 関東第二支店（東京都品川区）

北信越支店 （新潟市中央区） 中部支店 （名古屋市中区）

関西支店 （大阪市中央区） 四国支店 （高松市）

中国支店 （広島市南区） 九州支店 （福岡市中央区）

関東建築支店（東京都品川区）

　 ② 当社の主要な工場および施設

　 合材工場 (戸田市、さいたま市西区、横浜市磯子区）

　 総合技術センター・技術研究所（さいたま市西区）

　 ③ 主要な子会社の事業所

大日本土木株式会社 （岐阜市）

長谷川体育施設株式会社（東京都世田谷区）

日鋪建設株式会社 （東京都世田谷区）

　(7) 使用人の状況（平成27年３月31日現在）

　 ① 企業集団の使用人の状況

区 分 使 用 人 数

舗 装 土 木 事 業 2,434名（ 1,172名)

建 築 事 業 452名（ 110名)

製 造 ・ 販 売 事 業 347名（ 693名)

開 発 事 業 42名（ -名)

そ の 他 の 事 業 137名（ 8名)

全 社 （共 通） 383名（ 473名)

合 計 3,795名（ 2,456名)

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載
しています。
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　 ② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,709(2,043）名 △74(△172）名 44歳 4ヶ月 18年 10ヶ月

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載
しています。

　(8) 主要な借入先の状況（平成27年３月31日現在）

　 特に記載すべき事項はありません。

　(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 特に記載すべき事項はありません。

２．会社の現況
　(1) 株式の状況（平成27年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 240,000,000株

② 発行済株式の総数 119,401,836株

③ 株主数 5,193名

　 ④ 大株主（上位10名）

株 主 名
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 持 株 比 率

ＪＸホールディングス株式会社 67,890千株 56.99％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8,204 6.88

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,559 2.98

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 1,480 1.24

エバーグリーン 1,361 1.14

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン エスエー エヌブイ 10 1,192 1.00

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,001 0.84

メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション 957 0.80

バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイビーアールデイ アイエスジー エフイー－エイシー 880 0.73

メロン バンク トリーティー クライアンツ オムニバス 733 0.61

(注) 持株比率は自己株式（290,721株）を控除して計算しています。

　(2) 新株予約権等の状況

　 当該事項はありません。
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　(3) 会社役員の状況

　 ① 取締役および監査役の状況（平成27年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 水 島 和 紀

代表取締役社長 岩 田 裕 美
執行役員社長 建築事業部、関東建築支店、中日本建築統括事業
所 管掌

代 表 取 締 役 山 縣 由起夫 執行役員副社長 営業第三部、環境事業部 管掌

代 表 取 締 役 上 坂 光 男
専務執行役員 エンジニアリング部、総合技術部、環境安全・品
質保証部、海外支店 管掌

取 締 役 横 山 茂 専務執行役員 工事部、地域工事推進部、合材部、購買室 管掌

取 締 役 石 川 公 一 専務執行役員 営業企画部、営業第一部、営業第二部 管掌

取 締 役 寺 分 純 一
専務執行役員 企画部、人事部、総務部、経理部、内部統制部
管掌

取 締 役 髙 橋 章 次 専務執行役員 開発事業部、ＰＦＩ推進部 管掌

取 締 役 木 村 康
ＪＸホールディングス株式会社 代表取締役会長
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 代表取締役会長
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長

常 勤 監 査 役 関 俊 朗

常 勤 監 査 役 傍 田 明 夫

常 勤 監 査 役 吉 田 泰 麿

監 査 役 石 田 祐 幸

(注) １．当期中の取締役の異動は、以下のとおりです。監査役の異動はありません。
　 （昇任）

　 代表取締役会長 水島 和紀（平成26年６月24日就任）
　 代表取締役社長 岩田 裕美（平成26年６月24日就任）

　 （退任）
　 取締役 渡 文明（平成26年６月24日任期満了により退任）
　 （新任）
　 取締役 髙橋 章次（平成26年６月24日就任）
　 取締役 木村 康（平成26年６月24日就任）

２．常勤監査役吉田泰麿氏および監査役石田祐幸氏は、法令に定める社外監査役です。
３．監査役石田祐幸氏は、東京証券取引所、札幌証券取引所の各規則に定める独立役員として、

各取引所に届け出ています。
４．常勤監査役関俊朗氏および常勤監査役傍田明夫氏は、当社の経理部長、内部統制部長を経

験し、常勤監査役吉田泰麿氏は、日本石油株式会社（当時）入社以来経理部門および内部
統制部門を担当しており、各氏とも財務および会計に関する相当程度の知見を有していま
す。
また、監査役石田祐幸氏は、参議院総務および財政金融委員会の調査室長を経験し、豊富
な専門知識と経験を活かし、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査するため
の相当程度の知見を有しています。
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　 ② 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

9名
(-)

402百万円
(-)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

　 4
(2)

77
(30)

合 計 13 480

(注) １．上記には、当期中に退任した取締役1名に対する支給額を含んでいます。
２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第105回定時株主総会において年額550百

万円以内と決議いただいています。
３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第105回定時株主総会において年額120百

万円以内と決議いただいています。
４．支給額には、平成27年６月23日に支給予定の当該事業年度に係る役員賞与が含まれていま

す。
　取締役 ９名 90百万円（うち社外取締役－名－百万円）
　監査役 ４名 15百万円（うち社外監査役２名５百万円）

　 ③ 社外役員に関する事項

　 a.社外監査役の取締役会および監査役会への出席の状況

・常勤監査役吉田泰麿氏および監査役石田祐幸氏は、当期に開催された13回

の取締役会、および27回の監査役会について、すべてに出席しました。

　 b.社外監査役の取締役会および監査役会における発言の状況

・社外監査役の両氏は、取締役会において、会社業務の適正を確保するため、

客観的かつ公正な立場から内部統制システムの整備・運用、その他経営全

般に係わる諸問題について、必要に応じ質問を行い、意見を述べました。

・社外監査役の両氏は、監査役会において、取締役および使用人の職務の執

行状況等について、必要に応じ質問を行い、意見を述べました。

　 c.社外監査役のその他の活動状況

・社外監査役を含む監査役は、定期的に、代表取締役との間で当社の中長期

的な経営方針ならびにその他の経営全般に係わる諸問題について意見交換

を行い、なお一層の健全な経営に向けて活動しました。

　 ｄ.社外取締役を置くことが相当でない理由

・会社法改正に対応すべく、社外取締役選定に努めてまいりましたが、当社

業務に携わるに相当程度の知見を備えた人物を招聘することが叶わないと

の理由により実現には至っておりません。引き続き、当社の社外取締役と

して適切な人材の確保に向けて、取り組んでまいります。
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　(4) 会計監査人の状況

　 ① 名称 新日本有限責任監査法人

　 ② 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 96百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

116百万円

(注) １．会計監査人監査の対象となる当社の子会社につきましても新日本有限責任監査法人が会計
監査人となっています。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
期に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。

　 ③ 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務

（非監査業務）である「財務報告に係る内部統制支援業務」を委託しています。

　 ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もし

くは会計監査人としてふさわしくない非行があり（以上会社法第340条第１項）、

当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した

ときには、会社法第340条の規定により会計監査人の解任または、不再任に関す

る議案を決定します。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に

提出いたします。
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　(5) 業務の適正を確保するための体制

　＜内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況＞

　当社は、次の企業理念と行動指針を定め、全ての役員および従業員は、この企業

理念に基づいて日常の業務を遂行します。

[企業理念］ ［行動指針］

わたしたちは 　信頼を築く

確かなものづくりを通して 　技を磨き、伝える

豊かな社会の実現に貢献します 　夢をいだき、挑戦する

　当社は、この企業理念、行動指針とともに企業行動規範を制定し、社会的責任を

確実に果たすためにＮＩＰＰＯ・ＣＳＲ委員会を設置し、当社グループの持続的な

企業価値の向上を目指します。併せて、ＣＳＲ経営を確実に遂行するために、業務

の適正を確保する体制の整備を進め、次に記載のとおり内部統制システムを構築し

ます。

　

① 当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制

a.取締役は、法令、定款、当社の企業理念および行動指針を遵守し、企業行動

規範およびコンプライアンスに関する規程に基づき、職務を執行します。必

要に応じ、コンプライアンス体制に係る規程を整備します。

b.ＣＳＲ第一委員会は、当社のコンプライアンス活動について、ＮＩＰＰＯ・

ＣＳＲ委員会を通じて社長へ定期的に報告し、社長はその諮問に基づき、常

に法令遵守の徹底を推進します。

c.取締役会については、招集等の手続きならびに決議事項および報告事項の付

議基準を定めた「取締役会規則」により、その適正な運営および審議の充実

を図ります。

d.監査役は、常に取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するほか、適宜、

取締役および関係者から報告を受け、決裁書類等の検証を行います。

e.財務報告の適法性と適正性を確保するための内部統制の仕組みを整えます。

f.「内部者取引の未然防止等に関する規程」を整備し、重要事実に関する情報

の管理および株式等の売買その他取引について遵守すべき事項を定め、内部

者取引の未然防止に万全を期します。

g.企業倫理ヘルプラインの設置により、コンプライアンス上の問題点を発見し

た者が、速やかに通報や相談ができる体制を整えます。
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　 ② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

a.取締役の職務の執行に係る情報は、文書取扱規程および規程類管理規程に基

づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存します。

　 b.取締役および監査役は、上記文書または電磁的媒体を常時閲覧できます。

c.取締役は、会社法等の法令および金融証券取引所の適時開示規則等に基づき、

事業報告、計算書類および連結計算書類ならびに有価証券報告書等を適正に

作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行い、IR活動に努めます。

　 ③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a.損失の危険は、権限規程および関係諸規程の定めるところにより管理し、必

要に応じてリスク管理に関する規程を整備します。

　 b.全社のリスク管理は、社長が統括します。

c.資産整備については資産整備計画を審査し、特に、大型の設備投資について

は、投資価値を厳密に検証するとともに、予想されるリスクの識別・分析を

適切に行い、投資規模に応じて取締役会・常務会の審議・決議等を経て実施

します。

d.工事施工における確かなものづくりを推進するため、工事の施工および品質

管理の徹底を図ります。

e.「非常災害対策規程」を制定し、地震等の非常時災害に備え、従業員等の安

全確保と地域および得意先に対する救援、復興活動による社会的責任を果た

します。

　 ④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a.執行役員制度を執ることにより、取締役は経営の迅速化、監督機能の強化な

ど経営機能に専念し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確に

し、事業の推進と改善を迅速に進めます。

　また、本社機構に管掌役員制を執ることにより、多様化する経営課題に対し

て迅速かつ機動的な意思決定を図ります。

b.取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する

重要事項を決定し、業務執行状況を監督します。

c.執行役員等で構成される常務会を設置し、業務執行に関する個別経営課題を

実務的な観点から協議します。
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⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制

a.企業理念、行動指針、企業行動規範の制定により、企業活動の根本理念を明

確にするとともに企業行動のガイドラインとし、社長が繰り返しその精神を

従業員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の最優先とするこ

とを徹底します。

b.ＣＳＲ第一委員会は、定期的に遵法状況点検を実施し、日常的な職務が法令

および定款に適合していることを確認します。

c.企業倫理ヘルプラインの設置により、コンプライアンス上の問題点を発見し

た者が、速やかに通報や相談ができる体制を整えます。

d.環境安全・品質保証部は、内部統制の充実を図るため、内部監査を通じて業

務の執行を監査し、監査結果を社長ならびに監査役に報告します。

e.従業員に対しては、さまざまな機会を利用してコンプライアンスの徹底に関

する教育を行っており、今後さらにコンプライアンスに基づく適正な業務運

営と業績向上の課題達成を目的とした研修を実施します。

f.「内部者取引の未然防止等に関する規程」を整備し、重要事実に関する情報

の管理および株式等の売買その他取引について遵守すべき事項を定め、内部

者取引の未然防止に万全を期します。

g.内部統制部は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制

の規程類を整備し、適正な運用に努めるとともに、それを評価するための体

制を整えます。

h.内部統制部等の所管部は、必要に応じて外部専門家の協力を得て、不正行為

の発生防止に向けた体制を整備します。

⑥ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

a.親会社および当社のグループＣＳＲ組織の活動を通じて、企業集団における

コンプライアンスをはじめとするＣＳＲ体制の確保を図ります。

b.社長をはじめとする当社の取締役および各子会社の社長は、当社が必要に応

じて開催するトップミーティングにより、基本方針の伝達・確認と情報の共

有化を図ります。またグループ会社の経営計画の進捗状況および重要課題等

について意見交換を行い、グループとして企業価値の最大化を目指します。

c.子会社に対しては、当社の監査役および会計監査人が必要に応じて監査を実

施します。

d.子会社業務を指導・管理する当社の部署は、子会社から報告を受けて、子会

社の職務執行状況を監督します。

e.必要に応じて、子会社ごとに内部統制責任者を選任し、当社の所管部と連携

の上、事業の総括的な管理を行います。
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f.企業集団内における企業倫理ヘルプラインの整備を進めます。

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関す

る事項、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

a.監査役は、兼任・専任または長期・短期等必要に応じ、その職務を補助すべ

き使用人を置くことを求めることができます。

b.監査役補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分について、監査役会は事前に

意見を述べることができ、その意見は尊重されるものとします。

⑧ 当社の監査役への報告に関する体制

a.常務会決議事項、その他の経営上重要な事項および子会社の経営上重要な事

項は、監査役会に報告すべき事項とし、重大な法令違反または不正行為の事

実、もしくは会社に重大な損失を与える事実の発生あるいはそのおそれがあ

る場合は、速やかに報告します。

⑨ 当社の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制

a.企業倫理ヘルプラインの取扱いに準じた規程を、子会社を含めて整備します。

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続き、

その他当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関

する事項

a.当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用を負担します。

⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a.監査役会は、社長との意見交換会を定期的に開催します。

b.監査役は、必要に応じて、会社の費用負担により、公認会計士、弁護士等の

外部専門家に相談することができます。
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　 ＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況＞

① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

健全な業務運営を維持するために、次のとおり企業行動規範等を整備して、

反社会的勢力との一切の関係を遮断します。

　 （反社会的勢力の排除について）

　 遵守事項

暴力団をはじめとする反社会的勢力と一切の関係を絶つための企業行動につ

いて、遵守事項を定めます。

　 a.暴力団追放三ない運動の徹底

　 ・暴力団を恐れない

　 ・暴力団に金を出さない

　 ・暴力団を利用しない

　 b.不当要求への組織対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、従業員の安全確保を含め、組織全

体として対応します。

　 c.不当要求に対する拒絶

反社会的勢力による、下請参入強要、債務免除要求、貸付要求、利得示談介

入行為等、一切の不当要求には、断固として応じません。

　 d.反社会的勢力との取引禁止

反社会的勢力およびその関連団体とは、取引関係を含めて、一切の関係を禁

止します。万一、知らずに取引関係となった場合には、速やかにその取引を

終了します。

　 e.外部機関との連携

反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専

門機関との間に、緊密な連携関係を築きます。

　 f.有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を

行います。

　 g.不当要求防止責任者の選任・届出

不当な要求による被害を防止するために必要な業務を統括管理する責任者を

本社、支店、統括事業所毎に選任し、公安委員会に届出します。必要に応じ

て、各事業所でも選任し、届出します。

② 反社会的勢力排除に向けた整備状況

反社会的勢力からの不当要求に対応するため、不当要求防止責任者を選任し、

同時に社内体制、対応マニュアル等を整備します。
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③ 反社会的勢力との関係遮断のための推進事項

a.事業に係る契約の相手方が反社会的勢力でないことの確認に努め、もし相手

方が反社会的勢力と判明した場合は、催告なく契約解除できるよう、契約を

整備します。

b.不動産の取引を行う場合は、その不動産が暴力団事務所として利用されるこ

とがないよう、契約の整備に努めます。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）

（単位：百万円)
　

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 312,125 流 動 負 債 186,467

現 金 預 金 54,696 支払手形・工事未払金等 127,535

受取手形・完成工事未収入金等 135,692 短 期 借 入 金 1,985

リース債権及びリース投資資産 3,615 未 払 法 人 税 等 10,270

未 成 工 事 支 出 金 24,359 未 成 工 事 受 入 金 18,366

た な 卸 不 動 産 28,111 賞 与 引 当 金 3,606

そ の 他 た な 卸 資 産 2,922 完 成 工 事 補 償 引 当 金 331

短 期 貸 付 金 42,421 工 事 損 失 引 当 金 4,268

繰 延 税 金 資 産 4,481 そ の 他 20,103

そ の 他 16,067 固 定 負 債 32,072

貸 倒 引 当 金 △243 長 期 借 入 金 3,262

固 定 資 産 157,328 繰 延 税 金 負 債 11,079

有 形 固 定 資 産 97,917 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 110

建 物 及 び 構 築 物 24,861 退 職 給 付 に 係 る 負 債 8,309

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 10,343 資 産 除 去 債 務 1,061

工 具 器 具 及 び 備 品 559 そ の 他 8,248

土 地 58,785 負 債 合 計 218,540

リ ー ス 資 産 447 純 資 産 の 部

建 設 仮 勘 定 2,920 株 主 資 本 222,209

無 形 固 定 資 産 2,116 資 本 金 15,324

投 資 そ の 他 の 資 産 57,293 資 本 剰 余 金 15,916

投 資 有 価 証 券 52,922 利 益 剰 余 金 191,170

長 期 貸 付 金 315 自 己 株 式 △202

繰 延 税 金 資 産 390 その他の包括利益累計額 24,282

そ の 他 4,674 その他有価証券評価差額金 24,553

貸 倒 引 当 金 △1,009 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △0

退職給付に係る調整累計額 △269

少 数 株 主 持 分 4,421

純 資 産 合 計 250,913

資 産 合 計 469,454 負 債 純 資 産 合 計 469,454
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連 結 損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 396,948

売 上 原 価 341,301

売 上 総 利 益 55,647

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,252

営 業 利 益 34,394

営 業 外 収 益

受 取 利 息 123

受 取 配 当 金 868

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 565

不 動 産 賃 貸 収 入 121

為 替 差 益 330

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 186

そ の 他 385 2,582

営 業 外 費 用

支 払 利 息 87

手 形 売 却 損 1

前 受 金 保 証 料 87

不 動 産 賃 貸 経 費 124

そ の 他 70 372

経 常 利 益 36,604

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 736

そ の 他 12 748

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 278

投 資 有 価 証 券 評 価 損 10

減 損 損 失 167

そ の 他 1 457

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 36,896

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 14,661

法 人 税 等 調 整 額 △470 14,191

少数株主損益調整前当期純利益 22,705

少 数 株 主 利 益 267

当 期 純 利 益 22,437
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連結株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 15,324 15,916 172,899 △190 203,950

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

　 　 △1,227 　 △1,227

会計方針の変更を反映した当期首残高 15,324 15,916 171,671 △190 202,722

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 　 　 △2,977 　 △2,977

当 期 純 利 益 　 　 22,437 　 22,437

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 △12 △12

連 結 範 囲 の 変 動 　 　 39 　 39

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

　 　 　 　 　

当 期 変 動 額 合 計 － － 19,499 △12 19,486

当 期 末 残 高 15,324 15,916 191,170 △202 222,209

　

その他の包括利益累計額
少数株主
持分

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰 延
ヘッジ損益

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 16,263 △0 △1,258 15,005 4,055 223,010

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

　 　 　 　 　 △1,227

会計方針の変更を反映した当期首残高 16,263 △0 △1,258 15,005 4,055 221,782

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 △2,977

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 22,437

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 　 　 △12

連 結 範 囲 の 変 動 　 　 　 　 　 39

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

8,289 △0 989 9,277 366 9,644

当 期 変 動 額 合 計 8,289 △0 989 9,277 366 29,131

当 期 末 残 高 24,553 △0 △269 24,282 4,421 250,913
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貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）

（単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 222,609 流 動 負 債 131,451

現 金 預 金 30,992 支 払 手 形 18,481

受 取 手 形 16,433 工 事 未 払 金 47,507

完 成 工 事 未 収 入 金 62,788 買 掛 金 24,934

売 掛 金 19,550 リ ー ス 債 務 437

販 売 用 不 動 産 2,329 未 払 金 10,976

製 品 318 未 払 費 用 1,074

未 成 工 事 支 出 金 7,078 未 払 法 人 税 等 7,893

開 発 事 業 等 支 出 金 25,631 未 成 工 事 受 入 金 9,339

材 料 貯 蔵 品 2,025 賞 与 引 当 金 2,968

短 期 貸 付 金 40,655 完 成 工 事 補 償 引 当 金 132

未 収 入 金 3,175 工 事 損 失 引 当 金 2,610

有 償 支 給 未 収 入 金 5,873 そ の 他 5,094

繰 延 税 金 資 産 3,697 固 定 負 債 21,495

そ の 他 2,167 リ ー ス 債 務 813

貸 倒 引 当 金 △108 繰 延 税 金 負 債 10,327

固 定 資 産 152,429 退 職 給 付 引 当 金 2,689

有 形 固 定 資 産 94,997 預 り 保 証 金 敷 金 6,581

建 物 ・ 構 築 物 24,366 資 産 除 去 債 務 1,053

機 械 ・ 運 搬 具 9,055 そ の 他 29

工 具 器 具 ・ 備 品 489 負 債 合 計 152,946

土 地 58,151 純 資 産 の 部

リ ー ス 資 産 1,089 株 主 資 本 198,473

建 設 仮 勘 定 1,845 資 本 金 15,324

無 形 固 定 資 産 1,980 資 本 剰 余 金 15,916

投 資 そ の 他 の 資 産 55,451 資 本 準 備 金 15,913

投 資 有 価 証 券 39,355 そ の 他 資 本 剰 余 金 2

関係会社株式・関係会社出資金 13,494 利 益 剰 余 金 167,435

長 期 貸 付 金 820 利 益 準 備 金 3,731

破 産 更 生 債 権 等 150 そ の 他 利 益 剰 余 金 163,703

長 期 前 払 費 用 45 特 別 償 却 準 備 金 88

そ の 他 1,966 固定資産圧縮積立金 1,139

貸 倒 引 当 金 △382 別 途 積 立 金 141,450

繰 越 利 益 剰 余 金 21,025

自 己 株 式 △202

評 価 ・ 換 算 差 額 等 23,619

その他有価証券評価差額金 23,619

純 資 産 合 計 222,092

資 産 合 計 375,039 負 債 純 資 産 合 計 375,039
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損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 183,855

製 品 売 上 高 72,942

開 発 事 業 等 売 上 高 30,256 287,055

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 162,713

製 品 売 上 原 価 58,679

開 発 事 業 等 売 上 原 価 22,428 243,821

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 21,142

製 品 売 上 総 利 益 14,263

開 発 事 業 等 総 利 益 7,828 43,233

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,648

営 業 利 益 28,585

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,157

為 替 差 益 138

不 動 産 賃 貸 収 入 169

そ の 他 164 1,630

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6

手 形 売 却 損 1

前 受 金 保 証 料 48

不 動 産 賃 貸 経 費 123

そ の 他 51 231

経 常 利 益 29,984

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 734

そ の 他 19 753

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 262

関 係 会 社 評 価 損 10

減 損 損 失 167

そ の 他 0 440

税 引 前 当 期 純 利 益 30,297

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,650

法 人 税 等 調 整 額 △242 11,408

当 期 純 利 益 18,889
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株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：百万円)
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計特別償却

準備金
固定資産
圧縮積立金

別 途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 15,324 15,913 2 15,916 3,731 136 1,085 125,450 23,086 153,490 △190 184,541

会計方針の変更による累積的影響額 △1,966 △1,966 △1,966

会計方針の変更を反映した当期首残高 15,324 15,913 2 15,916 3,731 136 1,085 125,450 21,120 151,523 △190 182,574

当 期 変 動 額

特別償却準備金の積立 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 －

特別償却準備金の取崩 　 　 　 　 　 △48 　 　 48 － 　 －

固定資産圧縮積立金の取崩 　 　 　 　 　 　 54 　 △54 － 　 －

別途積立金の積立 　 　 　 　 　 　 　 16,000 △16,000 － 　 －

実効税率変更による積立 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 －

剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 　 　 　 △2,977 △2,977 　 △2,977

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 　 　 　 18,889 18,889 　 18,889

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － △12 △12

株主資本以外の
項目の当期変動額(純額)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △48 54 16,000 △94 15,911 △12 15,898

当 期 末 残 高 15,324 15,913 2 15,916 3,731 88 1,139 141,450 21,025 167,435 △202 198,473

　

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 15,847 15,847 200,388

会計方針の変更による累積的影響額 △1,966

会計方針の変更を反映した当期首残高 15,847 15,847 198,422

当 期 変 動 額

特別償却準備金の積立 　 　 －

特別償却準備金の取崩 　 　 －

固定資産圧縮積立金の取崩 　 　 －

別途積立金の積立 　 　 －

実効税率変更による積立 　 　 －

剰 余 金 の 配 当 　 　 △2,977

当 期 純 利 益 　 　 18,889

自己株式の取得 　 　 △12

株主資本以外の
項目の当期変動額(純額)

7,771 7,771 7,771

当 期 変 動 額 合 計 7,771 7,771 23,670

当 期 末 残 高 23,619 23,619 222,092
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月14日

株式会社ＮＩＰＰＯ
　取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 梅 村 一 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 髙 橋 聡 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 宮 山 高 路 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＮＩＰＰＯの平成26年４月１日から平
成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社ＮＩＰＰＯ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月14日

株式会社ＮＩＰＰＯ
　取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 梅 村 一 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 髙 橋 聡 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 宮 山 高 路 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＮＩＰＰＯの平成26年４月１日
から平成27年３月31日までの第114期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第114期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議

の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとお

り報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

　 監査役会は、当期の監査方針、各監査役の職務分担等を定め、各監査役か

ら監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

　 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方

針、職務分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するた

めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体

制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されてい

る体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築

および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明いたしました。

　 子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報

の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書

について検討いたしました。

　 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して

いるかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書なら

びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書および連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、事業報

告に記載のとおり、当社は独占禁止法違反の疑いで、公正取引委員会の立

入検査を受けました。監査役会としましては、引き続き事実関係の把握に

努めるとともに、当社における法令遵守の徹底に向けた取組みについて確

認してまいります。

　(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であ

ると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であ

ると認めます。

平成27年５月15日

株式会社ＮＩＰＰＯ 監査役会

常勤監査役 関 俊 朗 ㊞

常勤監査役 傍 田 明 夫 ㊞

常勤監査役 吉 田 泰 麿 ㊞

監 査 役 石 田 祐 幸 ㊞

(注) 常勤監査役吉田泰麿および監査役石田祐幸は、社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　 剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

　 １．期末配当に関する事項

第114期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等

を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

　 ① 配当財産の種類

　 金銭

　 ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　 当社普通株式１株につき金25円（普通配当25円）

　 総額2,977,777,875円

　 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成27年６月24日

　 ２．その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図る

ため、次のとおりといたしたいと存じます。

　 ① 増加する剰余金の項目とその額

　 別途積立金 14,000,000,000円

　 ② 減少する剰余金の項目とその額

　 繰越利益剰余金 14,000,000,000円
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第２号議案　定款一部変更の件

　 １．変更の理由

①「会社法の一部を改正する法律」が平成26年６月20日に国会において可決

され、平成27年５月１日に施行されたことに伴い、会社法（以下、法とい

う）第427条第１項が改正され、責任限定契約を締結出来る役員の範囲が拡

大いたしました。

②上記を受け、業務執行を伴わない取締役及び監査役が期待される役割を十

分に発揮出来るよう、法の定めるとおりに変更するものであります。(定款

第27条 第２項および第35条 第２項)

　なお、取締役の責任免除の規定（定款 第27条 第２項）の変更につきまし

ては、監査役全員の同意を得ております。

　 ２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

(商号)
第１条 ～ 第26条 （記載省略）

(商号)
第１条 ～ 第26条 （現行どおり）

第27条 当会社は、会社法第426条第１
項の規定により、取締役（取締
役であった者を含む）の同法第
423条第１項の損害賠償責任に
ついて、法令に定める限度にお
いて、取締役会の決議によって
免除することができる。

２．当会社は、会社法第427条第１
項の規定により、社外取締役と
の間で、社外取締役の同法第
423条第１項の損害賠償責任に
ついて、法令に定める最低責任
限度額を限度とする旨の契約を
締結することができる。

第28条 ～ 第34条 （記載省略）

第27条 （現行どおり）

２．当会社は、会社法第427条第１
項の規定により、取締役（業務
執行取締役等である者を除く）
との間で、同法第423条第１項
の損害賠償責任について、法令
に定める最低責任限度額を限度
とする旨の契約を締結すること
ができる。

第28条 ～ 第34条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案

第35条 当会社は、会社法第426条第１
項の規定により、監査役（監査
役であった者を含む）の同法第
423条第１項の損害賠償責任に
ついて、法令に定める限度にお
いて、取締役会の決議によって
免除することができる。

２．当会社は、会社法第427条第１
項の規定により、社外監査役と
の間で、社外監査役の同法第
423条第１項の損害賠償責任に
ついて、法令に定める最低責任
限度額を限度とする旨の契約を
締結することができる。

第36条～第40条 （記載省略）

第35条 （現行どおり）

２．当会社は、会社法第427条第1項
の規定により、監査役との間
で、同法第423条第１項の損害
賠償責任について、法令に定め
る最低責任限度額を限度とする
旨の契約を締結することができ
る。

第36条～第40条 （現行どおり）
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第３号議案　取締役10名選任の件

　 現在の取締役全員（９名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。

　 つきましては、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　 取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

１
水　島　和　紀
みず しま かず のり

(昭和21年１月14日)

昭和43年４月 当社入社

5,039株

平成13年４月 当社関東第二支店長

平成15年６月 当社取締役

平成16年４月 当社東北支店長

平成16年６月 当社執行役員

平成19年６月 当社常務執行役員

平成20年６月 当社専務取締役、専務執行役員

平成21年６月 当社代表取締役社長、執行役員社長

平成26年６月 当社代表取締役会長（現任）

２
岩　田　裕　美
いわ た ひろ み

(昭和24年11月21日)

昭和48年４月 当社入社

1,000株

平成16年４月 当社環境営業部長

平成18年４月 当社ＰＦＩ推進部長

平成19年４月 当社中部支店長

平成19年６月 当社執行役員

平成24年４月 当社常務執行役員

平成25年６月 当社取締役、常務執行役員

平成26年６月 当社代表取締役社長、執行役員社長
建築事業部、関東建築支店、中日本建築統括
事業所 管掌（現任）

３
山　縣　由起夫
やま がた ゆ き お

(昭和24年９月20日)

昭和47年４月 三菱石油株式会社入社

1,000株

平成13年６月 日石三菱株式会社四国支店長

平成15年４月 新日本石油株式会社関東第２支店長

平成16年４月 同社執行役員東京支店長

平成18年６月 新日石ビジネスサービス株式会社
代表取締役社長

平成20年６月 新日本石油株式会社
取締役、常務執行役員

平成22年４月 ＪＸホールディングス株式会社
取締役、常務執行役員

平成24年６月 当社代表取締役、執行役員副社長
営業第三部、環境事業部 管掌（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

４
横　山
よこ やま

　 茂
しげる

(昭和23年10月８日)

昭和46年４月 当社入社

3,000株

平成13年４月 当社工務部長

平成14年６月 当社取締役

平成15年４月 当社中部支店長

平成16年６月 当社執行役員

平成21年４月 当社常務執行役員

平成23年６月 当社取締役、常務執行役員

平成24年４月 当社取締役、専務執行役員
工事部、地域工事推進部、合材部、購買室
管掌(現任）

５
石　川　公　一
いし かわ こう いち

(昭和22年９月９日)

昭和45年４月 当社入社

2,000株

平成13年４月 当社営業第二部長

平成16年６月 当社執行役員

平成19年６月 当社常務取締役、常務執行役員

平成21年６月 当社取締役、常務執行役員

平成25年４月 当社取締役、専務執行役員
営業企画部、営業第一部、営業第二部 管掌
（現任）

６
寺　分
てら ぶん

　純
じゅん

　一
いち

(昭和23年４月16日)

昭和48年４月 当社入社

2,000株

平成17年１月 当社人事部長

平成18年６月 当社執行役員

平成23年４月 当社常務執行役員

平成24年６月 当社取締役、常務執行役員

平成25年４月 当社取締役、専務執行役員
企画部、人事部、総務部、経理部、内部統制
部 管掌（現任）

７
髙　橋　章　次
たか はし あき つぐ

(昭和29年10月18日)

昭和54年４月 日本石油株式会社入社

1,000株

平成15年４月 新日本石油株式会社総合企画部副部長
政策室長

平成22年４月 ＪＸホールディングス株式会社
執行役員統合推進部長

平成24年６月 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社取締役、常
務執行役員

平成26年６月 当社取締役、専務執行役員
開発事業部、ＰＦＩ推進部 管掌（現任）

８

※
吉
よ し か わ よ し か ず

川 芳 和

(昭和30年７月６日)

昭和54年４月
平成24年４月
平成27年４月

当社入社
当社執行役員北海道支店長
当社常務執行役員建築事業統括部長（現任）

3,000株
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位 お よ び 担 当
な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

９
木　村
き むら

　 康
やすし

(昭和23年２月28日)

昭和45年４月 日本石油株式会社入社

1,000株

平成13年６月 日石三菱株式会社産業エネルギー部長
平成14年６月 新日本石油株式会社取締役
平成19年６月 同社常務取締役、執行役員
平成20年６月 同社取締役、常務執行役員(平成22年６月迄）
平成22年４月 ＪＸホールディングス株式会社

取締役（非常勤）
平成22年７月 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

代表取締役社長、社長執行役員
平成24年６月 ＪＸホールディングス株式会社

代表取締役会長（現任）
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
代表取締役会長（現任）

平成26年６月 当社取締役（現任）
一般社団法人日本経済団体連合会
副会長（現任）

10
※

木　村
き むら

　 孟
つとむ

(昭和13年３月８日)

昭和36年４月
昭和40年６月

昭和57年３月
平成５年10月
平成９年10月
平成10年３月

平成10年４月
平成21年３月

平成21年４月

平成24年９月
平成27年３月
平成27年４月

当社入社
当社退社
東京工業大学理工学部 助手
同大学工学部 教授
同大学 学長
ケンブリッジ大学招聘研究員
東京工業大学 定年退官
同大学 名誉教授
学位授与機構 機構長
独立行政法人大学評価・学位授与機構
任期満了退職
文部科学省顧問
独立行政法人大学評価・学位授与機構
特任教授
当社顧問（現任）
文部科学省 退職
独立行政法人大学評価・学位授与機構
顧問（現任）

1,000株

　

(注) １．※は新任取締役候補者であります。
２．木村 孟氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。
３．木村 孟氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は土木工学、土質工学を専門とし、東京

工業大学において長く教育・研究に携わり、また、同大学の学長を努めるなど、高度の専門
知識と大学経営における豊富な経験を有しておりますことから、当社経営に対して指導・助
言を行い、客観的かつ公正な立場で経営の監督を行うための相当程度の知見を有していると
判断したため、選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、これまで会社の経営に関与しておりませんが、以上の理由により、社外取締
役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

４．取締役候補者木村 康氏、木村 孟氏が選任されたときは、業務を執行しない取締役として
選任する予定ですので、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、両氏の
選任が承認された場合には、両氏との間で会社法第427条第1項の規定により、同法第423条
第1項の損害賠償責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結
する予定であります。

５．各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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上野→←品川

大丸

中央通り

髙島屋
日本橋

日本橋昭和通り三菱東京ＵＦＪ銀行

久安橋公園

茅場町八丁堀

首都高速都心環状線

宝町

京橋 東京メトロ銀座線

ブリヂストン

ＮＩＰＰＯ

東京駅

都営地下鉄浅草線

東京メトロ日比谷線

東
京
メ
ト
ロ
東
西
線

八
丁
堀

Ｊ
Ｒ
京
葉
線

八
重
洲
通
り

〈会場のご案内〉

　 会場 東京都中央区京橋一丁目19番11号

　 株式会社ＮＩＰＰＯ ８階 会議室

　 電話（03）3563－6751（代表）

〈交通のご案内〉

　 ① ＪＲ東京駅（八重洲中央口）より徒歩10分

　 ② 都営地下鉄浅草線 宝町駅（Ａ８口）より徒歩４分

　 ③ ＪＲ京葉線 八丁堀駅（Ｂ１口）より徒歩７分

　 ④ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅（Ａ５口）より徒歩５分

　 ⑤ 東京メトロ銀座線・東西線 日本橋駅（Ｂ１口）より徒歩７分

　 <お願い> お車でのご来場はご遠慮ください。
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